
第 9期介護保険料(試算) 

 今後、変更となる場合がありますので、取り扱い注意でお願いします。 

 

二宮町の令和 6～8年度の保険料の基準額 63,372 円（年額） [参考 5,281 円（月額）] 

 

所得 

段階 
対象となる方 保険料率 

保険料 

(年額) 

第 8期保険料 

(年額) 
差額 

1 

生活保護受給者の方 

基準額×0.445 28,200円 28,200円  0円 

世帯全員が市

町村民税非課

税の方 

・老齢福祉年金受給者の方 

・本人の前年の年金収入等

が 80万円以下の方 

2 

・本人の前年の年金収入等

が 80万円を超え、120万円

以下の方 

基準額×0.68 43,092円 42,300円 792円 

3 
・本人の前年の年金収入等

が 120万円を超える方 
基準額×0.69 43,726円 42,300円 1,426円 

4 
世帯の誰かに

市町村民税が

課税されてい

るが、本人は非

課税の方 

・本人の前年の年金収入等

が 80万円以下の方 
基準額×0.90 57,034円 50,760円 6,274円 

 5 
・本人の前年の年金収入等

が 80万円を超える方 
基準額×1.00 63,372円 56,400円 6,972円 

6 

本人が市町村

民税課税の方 

・本人の前年の合計所得金

額が 120 万円未満の方 
基準額×1.20 76,046円 67,680円 8,366円 

7 

・本人の前年の合計所得金

額が 120万円以上 210万円

未満の方 

基準額×1.30 82,383円 73,320円 9,063円 

8 

・本人の前年の合計所得金

額が 210万円以上 320万円

未満の方 

基準額×1.50 95,058円 84,600円 10,458円 

9 

・本人の前年の合計所得金

額が 320万円以上 410万円

未満の方 

基準額×1.70 107,732円 95,880円 11,852円 

10 

・本人の前年の合計所得金

額が 410万円以上 500万円

未満の方 

基準額×1.90 120,406円 107,160円 13,246円 

11 

・本人の前年の合計所得金

額が 500万円以上 590万円

未満の方の方 

基準額×2.10 133,081円 112,800円 20,281円 

12 

・本人の前年の合計所得金

額が 590万円以上 680万円

未満の方 

基準額×2.30 145,755円 118,440円 27,315円 

 別 紙 



13 

・本人の前年の合計所得金

額が 680万円以上 800万円

未満の方 

基準額×2.40 152,092円 124,080円 28,012円 

14 

・本人の前年の合計所得金

額が 800万円以上 1,000 万

円未満の方 

基準額×2.50 158,430円 - 

34,350円 

(※13段階か

らの差) 

15 

・本人の前年の合計所得金

額が 1,000 万円以上 1,200

万円未満の方 

基準額×2.70 171,104円 - 

47,024円 

(※13段階か

らの差) 

16 

・本人の前年の合計所得金

額が 1,200 万円以上 1,500

万円未満の方 

基準額×2.80 177,441円 - 

53,361円 

(※13段階か

らの差) 

17 
・本人の前年の合計所得金

額が 1,500万円以上の方 
基準額×2.90 183,778円 - 

59,698円 

(※13段階か

らの差) 

 


